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〇
経
済
産
業
省
令
第
十
六
号

ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
百
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
ガ
ス
関
係
報
告
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

経
済
産
業
大
臣

西
村

康
稔

ガ
ス
関
係
報
告
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

ガ
ス
関
係
報
告
規
則
（
平
成
二
十
九
年
経
済
産
業
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ

て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前
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（
事
故
報
告
）

（
事
故
報
告
）

第
四
条

ガ
ス
小
売
事
業
者
（
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
者
が

第
四
条

ガ
ス
小
売
事
業
者
（
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
者
が

現
に
最
終
保
障
供
給
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は

現
に
最
終
保
障
供
給
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
当
該
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
者
）
は
、
そ
の
事
業
の
用

、
当
該
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
者
）
は
、
そ
の
事
業
の
用

に
供
す
る
ガ
ス
工
作
物
及
び
そ
の
供
給
す
る
ガ
ス
に
係

に
供
す
る
ガ
ス
工
作
物
及
び
そ
の
供
給
す
る
ガ
ス
に
係

る
消
費
機
器
に
つ
い
て
次
の
表
の
事
故
の
欄
に
掲
げ
る

る
消
費
機
器
に
つ
い
て
次
の
表
の
事
故
の
欄
に
掲
げ
る

事
故
が
発
生
し
た
と
き
、
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
者
は
、

事
故
が
発
生
し
た
と
き
、
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
者
は
、

そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
ガ
ス
工
作
物
に
つ
い
て
同
表

そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
ガ
ス
工
作
物
に
つ
い
て
同
表

第
一
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
の
事
故
の
欄
に
掲
げ
る
事

第
一
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
の
事
故
の
欄
に
掲
げ
る
事

故
が
発
生
し
た
と
き
（
事
故
報
告
が
一
般
ガ
ス
導
管
事

故
が
発
生
し
た
と
き
（
事
故
報
告
が
一
般
ガ
ス
導
管
事

業
者
又
は
ガ
ス
小
売
事
業
者
の
い
ず
れ
に
係
る
も
の
で

業
者
又
は
ガ
ス
小
売
事
業
者
の
い
ず
れ
に
係
る
も
の
で

あ
る
か
を
特
定
で
き
な
い
場
合
を
含
む
。
）
、
特
定
ガ

あ
る
か
を
特
定
で
き
な
い
場
合
を
含
む
。
）
、
特
定
ガ

ス
導
管
事
業
者
は
、
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
ガ
ス
工

ス
導
管
事
業
者
は
、
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
ガ
ス
工
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作
物
に
つ
い
て
同
表
第
一
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
の
事

作
物
に
つ
い
て
同
表
第
一
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
の
事

故
の
欄
に
掲
げ
る
事
故
が
発
生
し
た
と
き
（
事
故
報
告

故
の
欄
に
掲
げ
る
事
故
が
発
生
し
た
と
き
（
事
故
報
告

が
特
定
ガ
ス
導
管
事
業
者
又
は
ガ
ス
小
売
事
業
者
の
い

が
特
定
ガ
ス
導
管
事
業
者
又
は
ガ
ス
小
売
事
業
者
の
い

ず
れ
に
係
る
も
の
で
あ
る
か
を
特
定
で
き
な
い
場
合
を

ず
れ
に
係
る
も
の
で
あ
る
か
を
特
定
で
き
な
い
場
合
を

含
む
。
）
、
ガ
ス
製
造
事
業
者
は
、
そ
の
事
業
の
用
に

含
む
。
）
、
ガ
ス
製
造
事
業
者
は
、
そ
の
事
業
の
用
に

供
す
る
ガ
ス
工
作
物
に
つ
い
て
同
表
第
一
号
か
ら
第
十

供
す
る
ガ
ス
工
作
物
に
つ
い
て
同
表
第
一
号
か
ら
第
十

四
号
ま
で
の
事
故
の
欄
に
掲
げ
る
事
故
が
発
生
し
た
と

三
号
ま
で
の
事
故
の
欄
に
掲
げ
る
事
故
が
発
生
し
た
と

き
、
準
用
事
業
者
は
、
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
工
作

き
、
準
用
事
業
者
は
、
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
工
作

物
に
つ
い
て
同
表
第
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
の
事
故

物
に
つ
い
て
同
表
第
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
の
事
故

の
欄
に
掲
げ
る
事
故
で
あ
っ
て
公
衆
に
危
害
を
及
ぼ
し

の
欄
に
掲
げ
る
事
故
で
あ
っ
て
公
衆
に
危
害
を
及
ぼ
し

た
も
の
（
令
第
七
条
第
三
項
の
事
業
を
行
う
者
が
そ
の

た
も
の
（
令
第
七
条
第
三
項
の
事
業
を
行
う
者
が
そ
の

事
業
を
行
う
場
合
に
用
い
る
工
作
物
に
係
る
も
の
を
除

事
業
を
行
う
場
合
に
用
い
る
工
作
物
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
が
発
生
し
た
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
報
告
の

く
。
）
が
発
生
し
た
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
報
告
の
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方
式
、
報
告
期
限
及
び
報
告
先
の
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ

方
式
、
報
告
期
限
及
び
報
告
先
の
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ

に
従
い
、
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
従
い
、
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事

故

報
告
の

報

告

期

限

報
告
先

事

故

報
告
の

報

告

期

限

報
告
先

方

式

速
報

詳
報

方

式

速
報

詳
報

一
・
二

［

［
略
］

［
略

［
略

［
略
］

一
・
二

［

［
略
］

［
略

［
略

［
略
］

略
］

］

］

略
］

］

］

三

ガ
ス
の

三

ガ
ス
の

供
給
に
支

供
給
に
支

障
を
及
ぼ

障
を
及
ぼ

し
た
事
故

し
た
事
故

（
以
下
「

（
以
下
「

供
給
支
障

供
給
支
障

事
故
」
と

事
故
」
と
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い
う
。
）

い
う
。
）

で
あ
っ
て

で
あ
っ
て

、
ガ
ス
の

、
ガ
ス
の

供
給
が
停

供
給
が
停

止
し
、
又

止
し
、
又

は
ガ
ス
の

は
ガ
ス
の

供
給
を
緊

供
給
を
緊

急
に
制
限

急
に
制
限

し
た
ガ
ス

し
た
ガ
ス

の
使
用
者

の
使
用
者

の
数
（
以

の
数
（
以

下
「
供
給

下
「
供
給

支
障
戸
数

支
障
戸
数
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」

と

い

」

と

い

う
。
）
が

う
。
）
が

五
百
以
上

五
百
以
上

の
も
の
（

の
も
の
（

第
十
三
号

第
十
二
号

に
掲
げ
る

に
掲
げ
る

も
の
を
除

も
の
を
除

く
。
）

く
。
）

四

ガ
ス
の

四

ガ
ス
の

製
造
に
支

製
造
に
支

障
を
及
ぼ

障
を
及
ぼ

し
た
事
故

し
た
事
故

（
以
下
「

（
以
下
「



- 7 -

製
造
支
障

製
造
支
障

事
故
」
と

事
故
」
と

い
う
。
）

い
う
。
）

で
あ
っ
て

で
あ
っ
て

、
ガ
ス
発

、
ガ
ス
発

生
設
備
の

生
設
備
の

運
転
を
停

運
転
を
停

止
し
た
時

止
し
た
時

間
（
以
下

間
（
以
下

「
製
造
支

「
製
造
支

障
時
間
」

障
時
間
」

と
い
う
。

と
い
う
。

）
が
二
十

）
が
二
十
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四
時
間
以

四
時
間
以

上
の
も
の

上
の
も
の

（
第
十
三

（
第
十
二

号
に
掲
げ

号
に
掲
げ

る
も
の
を

る
も
の
を

除
く
。
）

除
く
。
）

五
・
六

［

［
略
］

［
略

［
略

［
略
］

五
・
六

［

［
略
］

［
略

［
略

［
略
］

略
］

］

］

略
］

］

］

七

供
給
支

七

供
給
支

障
事
故
で

障
事
故
で

あ
っ
て
、

あ
っ
て
、

供
給
支
障

供
給
支
障

戸
数
が
百

戸
数
が
三
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以
上
五
百

十
以
上
五

未
満
の
も

百
未
満
の

の
（
第
十

も
の
（
第

三
号
に
掲

十
二
号
に

げ
る
も
の

掲
げ
る
も

並
び
に
導

の
並
び
に

管
の
工
事

導
管
の
工

及
び
導
管

事
及
び
導

に
損
傷
を

管
に
損
傷

与
え
た
工

を
与
え
た

事
以
外
の

工
事
以
外

原
因
に
よ

の
原
因
に

り
導
管
か

よ
り
導
管
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ら
ガ
ス
が

か
ら
ガ
ス

漏
え
い
し

が
漏
え
い

た
場
合
（

し
た
場
合

第
一
号
、

（
第
一
号

第
二
号
、

、
第
二
号

第
五
号
、

、
第
五
号

第
六
号
、

、
第
六
号

第
九
号
か

、
第
九
号

ら
第
十
二

か
ら
第
十

号
ま
で
及

一
号
ま
で

び
第
十
四

及
び
第
十

号
に
掲
げ

三
号
に
掲

る
も
の
を

げ
る
も
の
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除
く
。
）

を
除
く
。

に
お
い
て

）
に
お
い

災
害
の
発

て
災
害
の

生
を
防
止

発
生
を
防

す
る
た
め

止
す
る
た

ガ
ス
の
供

め
ガ
ス
の

給
を
停
止

供
給
を
停

し
た
こ
と

止
し
た
こ

（
一
の
建

と
（
一
の

物
に
つ
い

建
物
に
つ

て
供
給
支

い
て
供
給

障
事
故
と

支
障
事
故

な
っ
た
も

と
な
っ
た
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の

に

限

も
の
に
限

る
。
以
下

る
。
以
下

「
保
安
閉

「
保
安
閉

栓
」
と
い

栓
」
と
い

う
。
）
を

う
。
）
を

除
く
。
）

除
く
。
）

八

製
造
支

八

製
造
支

障
事
故
で

障
事
故
で

あ
っ
て
、

あ
っ
て
、

製
造
支
障

製
造
支
障

時
間
が
十

時
間
が
十

時
間
以
上

時
間
以
上

二
十
四
時

二
十
四
時
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間
未
満
の

間
未
満
の

も
の
（
第

も
の
（
第

十
三
号
に

十
二
号
に

掲
げ
る
も

掲
げ
る
も

の

を

除

の

を

除

く
。
）

く
。
）

九

最
高
使

九

最
高
使

用
圧
力
が

用
圧
力
が

高
圧
又
は

高
圧
又
は

中
圧
の
主

中
圧
の
主

要
な
ガ
ス

要
な
ガ
ス

工
作
物
の

工
作
物
の

損
壊
事
故

損
壊
事
故
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（
第
一
号

（
第
一
号

か
ら
前
号

か
ら
前
号

ま
で
、
次

ま
で
及
び

号
及
び
第

第
十
二
号

十
三
号
に

に
掲
げ
る

掲
げ
る
も

も
の
を
除

の

を

除

く
。
）

く
。
）

十

最
高
使

詳
報

事
故

所
轄
産

［
新
設
］

［
新
設

［
新

［
新
設

用
圧
力
が

が
発

業
保
安

］

設
］

］

高
圧
又
は

生
し

監
督
部

中
圧
の
主

た
日

長

要
な
ガ
ス

か
ら
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工
作
物
（

起
算

製
造
所
に

し
て

設
置
さ
れ

三
十

た
も
の
に

日
以

限
る
。
）

内

の
損
壊
事

故
（
第
一

号
か
ら
第

八
号
ま
で

及
び
第
十

三
号
に
掲

げ
る
も
の

を
除
く
。
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）
十
一

最
高

［
削
る

［
削

［
削
る

十

最
高
使

詳
報

事
故

所
轄
産

使
用
圧
力

］

る
］

］

用
圧
力
が

が
発

業
保
安

が
低
圧
の

低
圧
の
主

生
し

監
督
部

主
要
な
ガ

要
な
ガ
ス

た
日

長

ス
工
作
物

工
作
物
の

か
ら

の
損
壊
事

損
壊
事
故

起
算

故
（
第
一

（
第
一
号

し
て

号
か
ら
第

か
ら
第
八

三
十

八
号
ま
で

号
ま
で
及

日
以

及
び
第
十

び
第
十
二

内

三
号
に
掲

号
に
掲
げ

げ
る
も
の

る
も
の
を
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を
除
く
。

除
く
。
）

）
十
二

ガ
ス

［
略
］

［
略

［
略

［
略
］

十
一

ガ
ス

［
略
］

［
略

［
略

［
略
］

工
作
物
か

］

］

工
作
物
か

］

］

ら
の
ガ
ス

ら
の
ガ
ス

の
漏
え
い

の
漏
え
い

に
よ
る
爆

に
よ
る
爆

発
又
は
火

発
又
は
火

災
事
故
（

災
事
故
（

第
一
号
、

第
一
号
、

第
五
号
及

第
五
号
及

び
第
十
三

び
第
十
二

号
に
掲
げ

号
に
掲
げ
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る
も
の
を

る
も
の
を

除
く
。
）

除
く
。
）

十
三

［
略

［
略
］

［
略

［
略

［
略
］

十
二

［
略

［
略
］

［
略

［
略

［
略
］

］

］

］

］

］

］

十
四

［
略

［
略
］

［
略

［
略
］

十
三

［
略

［
略
］

［
略

［
略
］

］

］

］

］

十
五
・
十
六

［
略
］

［
略

［
略

［
略
］

十
四
・
十
五

［
略
］

［
略

［
略

［
略
］

［
略
］

］

］

［
略
］

］

］

十
七

消
費

［
略
］

［
略

［
略

［
略
］

十
六

消
費

［
略
］

［
略

［
略

［
略
］

機
器
又
は

］

］

機
器
又
は

］

］

ガ
ス
栓
の

ガ
ス
栓
の

使
用
に
伴

使
用
に
伴

い
人
が
死

い
人
が
死
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亡
し
、
中

亡
し
、
中

毒
し
又
は

毒
し
又
は

酸
素
欠
乏

酸
素
欠
乏

症
と
な
っ

症
と
な
っ

た
事
故
（

た
事
故
（

第
十
五
号

第
十
四
号

及
び
前
号

及
び
前
号

に
掲
げ
る

に
掲
げ
る

も
の
を
除

も
の
を
除

く
。
）

く
。
）

十
八

［
略

［
略
］

［
略

［
略
］

十
七

［
略

［
略
］

［
略

［
略
］

］

］

］

］

十
九

消
費

［
略
］

［
略

［
略

［
略
］

十
八

消
費

［
略
］

［
略

［
略

［
略
］
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機
器
又
は

］

］

機
器
又
は

］

］

ガ
ス
栓
か

ガ
ス
栓
か

ら
漏
え
い

ら
漏
え
い

し
た
ガ
ス

し
た
ガ
ス

に
引
火
す

に
引
火
す

る
こ
と
に

る
こ
と
に

よ
り
、
発

よ
り
、
発

生
し
た
負

生
し
た
負

傷
又
は
物

傷
又
は
物

損
事
故
（

損
事
故
（

第
十
五
号

第
十
四
号

か
ら
前
号

か
ら
前
号

ま
で
に
掲

ま
で
に
掲
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げ
る
も
の

げ
る
も
の

を
除
く
。

を
除
く
。

）

）

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
速
報
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
速
報
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
、
電
話
そ
の
他
適
当
な
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け

つ
い
て
、
電
話
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
そ
の
他
適
当
な

れ
ば
な
ら
な
い
。

方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

［
略
］

一
～
六

［
略
］

七

事
故
に
係
る
消
費
機
器
及
び
ガ
ス
栓
の
製
造
者
又

七

事
故
に
係
る
消
費
機
器
及
び
ガ
ス
栓
の
製
造
者
又

は
輸
入
者
の
名
称
、
機
種
、
型
式
並
び
に
製
造
年
月

は
輸
入
者
の
名
称
、
機
種
、
型
式
並
び
に
製
造
年
月

（
前
項
の
表
中
第
十
五
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
に
掲

（
前
項
の
表
中
第
十
四
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
に
掲

げ
る
事
故
に
限
る
。
）

げ
る
事
故
に
限
る
。
）

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
詳
報
は
、
同
項
の
表
中
第
一

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
詳
報
は
、
同
項
の
表
中
第
一

号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
故
に
あ
っ
て
は
様

号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
故
に
あ
っ
て
は
様
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式
第
十
四
の
報
告
書
を
、
第
十
五
号
か
ら
第
十
九
号
ま

式
第
十
四
の
報
告
書
を
、
第
十
四
号
か
ら
第
十
八
号
ま

で
に
掲
げ
る
事
故
に
あ
っ
て
は
様
式
第
十
五
の
報
告
書

で
に
掲
げ
る
事
故
に
あ
っ
て
は
様
式
第
十
五
の
報
告
書

を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

備
考

表
中
の
［

］
は
注
記
で
あ
る
。

様
式
第
一
及
び
様
式
第
二
中
「3

0
戸
」
を
「1

0
0
戸

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


